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２６２０１４．１２ 広報なかの

問環境課衛生係（内線245）

１２月２１日㈰　午前１0時～午後１時
場所　西友中野駅前店
回収品目　段ボール、新聞紙、雑誌・雑がみ、び
ん、ペットボトル、食用油、古着・古布

※平成２７年１月・２月は、積雪のため実施しません。
　次回は平成２７年３月２２日㈰にベイシア中野店にて
　行います。
★指定時間以外の持ち込みは禁止です。
★中野市以外からの持ち込みは固くお断りします。
★回収場所で回収できないと判断されたものは、お
　持ち帰りください。
食用油…家庭で使用した天ぷら油で、液体状のものに限る。
古着・古布…ナイロン製品・中綿入り製品、セーターな
ども回収対象になります。　
びん・ペットボトルなど…月１回の資源物収集の分別方
法と同様です。

資源物の特別回収

ごみの減量とリサイクルで美しいふるさとを次世代へ市民課生活交通安全係（内線238）申問

　市民の皆さんの不用品・必要品を掲載しています。
　掲載期間は半年間で、希望により再掲載も可能です。

　　　　　大正琴／足けり乗用玩具（アンパンマン）
／ダブルベッド／戸棚／ランドセル（黒）／エレクトーン
／シンセサイザー（音響機材付き）／桐たんす／学習机
／洋服ダンス／金属製本棚

譲ります

譲ってください　　　　　　　  　ホットプレート／ハンディクリーナー／
物干し台／自転車（大人用）

リサイクルかわらばん １１月２5日現在

▼
お
知
ら
せ

　
平
成
２７
年
２
月
１
日
を
基
準
日
と
し
て

「
２
０
１
５
年
農
林
業
セ
ン
サ
ス
」
が
行

わ
れ
ま
す
。（「
セ
ン
サ
ス
」
と
は
、「
全

数
調
査
」
を
意
味
し
、
全
て
の
対
象
を
調

査
す
る
統
計
調
査
で
す
。）

　
こ
の
調
査
は
、
全
国
の
農
林
業
の
生
産

構
造
や
農
山
村
地
域
の
実
態
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
を
目
的
に
、
５
年
ご
と
に
実
施

し
て
い
る
重
要
な
調
査
で
す
。

　
対
象
は
、
農
業
や
林
業
を
行
っ
て
い
る

農
家
・
林
家
や
法
人
な
ど
で
、
県
知
事
が

任
命
し
た
統
計
調
査
員
が
調
査
に
伺
い
ま

す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
調
査
内
容
を
統
計
以
外
の
目
的

に
使
用
す
る
こ
と
は
一
切
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、
正
確
に
記
入
を
お
願
い
し
ま
す
。

農
林
水
産
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w

w.m
aff.go.jp/j/tokei/

census/afc/index.htm
l

農
林
業
セ
ン
サ
ス
に
ご
協
力
を

政
策
情
報
課
統
計
交
流
係（
内
線
217
）

問

　
統
計
調
査
の
実
施
に
当
た
り
、
統
計
関

係
者
の
士
気
高
揚
と
発
展
向
上
に
役
立
て

る
こ
と
を
目
的
と
し
た
「
平
成
２６
年
度
長

野
県
統
計
功
労
者
表
彰
式
」
が
行
わ
れ
、

顕
著
な
功
績
の
あ
っ
た
次
の
方
が
受
賞
さ

れ
ま
し
た
。

受
賞
者
　

・
小こ

ば
や
し林

貴き

み

こ

三
子（
中
央
）

・
㈱
コ
シ
ナ
七
瀬
事
業
所（
七
瀬
）

表
彰
名
　
厚
生
労
働
統
計
功
労
者
功
績
表
彰

統
計
功
労
者
表
彰
の

受
賞
者
を
紹
介
し
ま
す

政
策
情
報
課
統
計
交
流
係（
内
線
217
）

問

　
１２
月
３１
日
を
基
準
日
と
し
て
「
平
成
２６

年
工
業
統
計
調
査
」
を
行
い
ま
す
。

　
調
査
の
対
象
と
な
る
製
造
事
業
所
に

は
、
１２
月
中
旬
か
ら
平
成
２７
年
１
月
に
か

工
業
統
計
調
査
に
ご
協
力
を

政
策
情
報
課
統
計
交
流
係（
内
線
217
）

問

　青少年のさまざまなボラン
ティア活動を支援する「第１８回
ボランティア・スピリット賞

アワード

」に
おいて、中野平中学校ふれあい
委員会が、保育園などへの図書
寄贈や福祉施設への交流訪問などの活動により、見事
コミュニティ賞を受賞しました。

中野平中学校ふれあい委員会
ボランティア活動で「コミュニティ賞」受賞

け
て
、
統
計
調
査
員
が
調
査
に
伺
い
ま
す

の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
の
で
、

調
査
票
は
正
確
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

自
動
車
税
の
増
額
割
合
変
更

北
信
地
方
事
務
所
税
務
課

☎
０
２
６
９
�
０
２
０
４

問
　
地
方
税
法
改
正
に
よ
り
、
環
境
負
荷
の

大
き
い
自
動
車
の
自
動
車
税
は
平
成
２７
年

度
以
降
、
お
お
む
ね
１０
％
割
増
か
ら
お
お

む
ね
１５
％
割
増
に
変
更
と
な
り
ま
す
。

対
象
自
動
車
　
新
車
登
録
か
ら
１１
年
を
超

え
た
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
お
よ
び
１３
年
を
超
え

た
ガ
ソ
リ
ン
乗
用
車

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。



市役所　☎ 0269（22）2111 ファクス 0269（26）0349　　豊田支所　☎ 0269（38）3111

２７ ２０１４．１２広報なかの

申

▼相談日程
子ども相談 期日　毎週月～金曜日　時間　午前８時３０分～午後５時１５分

会場　市役所子ども相談室 子ども相談室（内線２７８）

保健師による保健相談 期日　毎月第２・４金曜日（休所日を除く）　時間　午前１０時～１１時
会場　りんごっこ（中央子育て支援センター）

中央子育て支援センター
☎（22）2259

定期健康相談 ①期日　毎週水曜日　時間　午前１０時～１１時３０分　会場　中野保健センター
②期日　毎月第１木曜日　時間　午前１０時～１１時３０分　会場　豊田保健センター

健康づくり課健康管理係
（内線２4２）

高齢者の方のための総合相談 期日　毎週月～金曜日　時間　午前８時３０分～午後５時１５分
会場　中野保健センター

高齢者支援課介護予防
包括支援係（内線３６６）

行政相談 期日　１２月１０日㈬、平成２７年１月１３日㈫　時間・会場　①午前９時～１１時３０分
豊田支所相談室　②午後１時～４時　市民会館44号会議室

庶務課庶務文書係
（内線２１１）

消費生活相談 期日　毎週月～金曜日　時間　午前８時３０分～午後５時１５分
会場　市役所市民課生活交通安全係

市民課生活交通安全係
（内線２３８）

女性相談　面接は予約制 期日　毎週月～金曜日（祝日を除く）　時間　午前８時３０分～午後５時１５分
会場　中野人権センター

人権・男女共同参画課
☎（23）4810

身体障がい者相談所 予約制 期日　毎月第１・３水曜日　時間　午後２時～４時
会場　福祉ふれあいセンター

中野市社会福祉協議会
☎（26）3111

福祉相談・ボランティア相談 期日　毎週月～金曜日　時間　午前９時～午後５時
会場　福祉ふれあいセンター

中野市社会福祉協議会
☎（26）3111

心配ごと相談 期日　毎週月～金曜日　時間　午後１時３０分～４時３０分
会場　福祉ふれあいセンター

中野市社会福祉協議会
☎（26）3111

結婚相談　予約制 期日　毎週月～金曜日　時間　午前９時～午後５時
会場　福祉ふれあいセンター

中野市社会福祉協議会
☎（26）3111

法律相談　予約制 期日　毎月第１・３月曜日（月曜休日の場合は翌火曜日）
時間　午後１時３０分～３時３０分　会場　福祉ふれあいセンター

中野市社会福祉協議会
☎（26）3111

職業相談 期日　毎週月～金曜日　時間　午前８時３０分～午後５時
会場　中野市地域職業相談室（南宮庁舎）

中野市地域職業相談室
☎（23）4710

交通事故巡回相談 期日　平成２７年１月１５日㈭　時間　午前１０時～午後３時
会場　北信合同庁舎

北信地方事務所
☎（22）3111

一方的な送り付け商法に注意！
事例　頼んでもいないのに健康食品が送られてき
た。送り主は、知らない業者だった。どうすればよいか。
アドバイス　これは「ネガティブ・オプション」と呼ば
れ、注文していない家に一方的に商品を送り付け、受
け取った方に注文したと勘違いをさせて、商品の購入
を迫る商法です。商品を送りつけた後に、「一度商品
を送ったのだから、拒否できない。」と強引に迫る業者
もいますので、注意してください。
解決方法　商品を一方的に送りつけられただけで
は、代金の支払い義務も返送の必要もありません。商
品が送られてきた日から１4日間（商品の引き取りを販
売業者に請求したときは、その日から７日間）を経過
すれば自由に処分できます。ただし、保管期間中に商
品を使用した場合、購入を承諾したとみなされ、代金
を支払わなくてはならなくなるので注意してください。

問い合わせ・消費生活相談窓口
市民課生活交通安全係（内線２３８）
長野県長野消費生活センター　☎０２６（２２３）６７７７
消費者ホットライン（土・日・祝日）　☎０５７０（０６4）３７０

消費者トラブル と 解決法消費生活
相談

５０
年金
付加年金納制度とは　
　国民年金の保険料に加えて付加保険料（月々 4００円）を上
乗せして納めることで、受給する年金額を増やせる制度です。
付加年金額　受け取る付加年金の年額は、２００円×付加
保険料納付月数となり、納めた分は２年間で元が取れます。
例・20歳～60歳の40年間、付加保険料を納付した場合
　　納付額　4００円×4８０月（4０年）＝１9２,０００円
　・1年間で老齢基礎年金に上乗せされる付加年金額
　　２００円×4８０月（4０年）＝9６,０００円　
　※付加年金は定額のため、増額・減額はありません。
付加保険料は、申し込んだ月分から納付できます
　付加保険料の納期限は、翌月末日（納期限）と定められ
ていますが、納期限を経過した場合でも２年間は納めるこ
とができます。また、国民年金基金に加入している方は、付
加保険料を納めることはできませんので、ご注意ください。
　長野北年金事務所　☎026(244)4100
　市民課国民年金係（内線237）

「付加年金制度」を
　　　　　ご存じですか？

平日午前8時30分～午後5時15分　

一般的な相談は「ねんきんダイヤル」　☎05７0（05）1165

問


